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１　人身交通事故発生状況（２月２日現在の概数）※（ ）は前年同期比 

  
 
 
 
 
 
 
２　交通死亡事故多発全県警報発令中に死亡事故発生！ 

　　現在、福島県には、交通死亡事故多発全県警報が発令（発令期
　間１/27から２/５）されていますが、警報期間中の１月29日午
　後３時50分頃南相馬市原町区地内で、高齢者運転の車両が発進
　する際、道路上に転倒していた高齢歩行者と衝突、歩行者が死亡
　する交通死亡事故が発生しています！ 
　　その他、１月には飲酒運転の死亡事故が発生したばかりにもか
　かわらず、週末（２月２日）にはいわき市と会津若松市でそれぞ
　れ、飲酒運転で運転手が逮捕されています。 

　　飲酒運転は運転手の心がけや周囲の方の声かけで防げます！ 
３　交通安全のアドバイス

～ドライバーの皆さんへ～ 

　○　車の死角を再確認！ 
 　　　　　　　　　　　　　     ピラーの陰で 
　　　　　　　　　　　　　　　　　見えませんが… 
                               こんな場所に人が!！ 
 
 
 
 
 　　　　　　　　　　　　      
 
　　　車には多くの死角が存在します！ 
　　　車を発進させる前に、車両の後や下を直接確認 　 
　　してから、発進しましょう！ 
　○　飲酒運転は悪質・危険な犯罪です。 

　 　飲酒運転は、自分の身の破滅だけではなく、家族や会社、友人
の人生にも影響を及ぼします！飲酒後は正常な判断が出来なくなりますの
で、酒を飲んだら乗らない、飲むなら乗らないは鉄則です！そも
そも、飲酒会合に車で行かないなど、飲酒運転をしない・させない・できない
状況を作り、福島県から飲酒運転を一掃しましょう！ 

～歩行者の皆さんへ～ 
　歩行者は、早い段階で車の存在に気づけますが、車の運転手が気づいているとは
限りません！！ですから… 
　○外出する際は目立つ服装を！ 

　　暗い時間帯に外出する際は、明るい色の服装にすることや夜光反射材
　 を身につける他、LEDライト等を活用するように心がけましょう。 
　○道路横断時は特に注意！ 

　　歩行者事故は、自宅付近道路で発生していますので、横断歩道を渡る！
　　左右の安全確認をする！車両の直前や直後に横断しない！ 

　　といった基本的なルールを守り、自分の身は自分で守りましょう！

交　通　情　報

 
発生件数 死者数 うち高齢者 けが人数

276件 ８人 ６人 333人 
（＋26件） （-２人） （-２人） （＋48人）


